
議案第２３号 

 

鴻巣行田北本環境資源組合の共同処理する事務の変更に伴う 

同組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更並 

びに財産処分について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項及び第２８

９条の規定に基づき、令和２年３月３１日をもって、鴻巣行田北本環境

資源組合の共同処理する事務の変更に伴い同組合から北本市が脱退し、

同組合規約の変更並びに財産処分について別紙のとおり定めることにつ

いて議決を求める。 

 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

 

北本市長  三 宮 幸 雄 

 

 





別紙１ 

 

鴻巣行田北本環境資源組合規約の一部を変更する規約 

 

 鴻巣行田北本環境資源組合規約（昭和４５年県指令地第６４６号）の

一部を次のように変更する。 

 題名を次のように改める。 

   彩北広域清掃組合規約 

第１条中「鴻巣行田北本環境資源組合」を「彩北広域清掃組合」に改

める。 

第２条中「鴻巣市、行田市及び北本市」を「行田市及び鴻巣市」に改

める。 

第３条を次のように改める。 

（共同処理する事務） 

第３条 組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号）の規定に基づき、構成市（鴻巣市においては、別表に掲

げる区域に限る。）の可燃物を衛生的に処理及び処分し、生活環境を

清潔にすることにより公衆衛生の向上を図るため、可燃物焼却施設及

び最終処分場の運営管理に関する事務を共同処理する。 

第４条中「鴻巣行田北本環境資源組合」を「彩北広域清掃組合」に改

める。 

                 「鴻巣市 ５人 

第６条中「１４人」を「１０人」に、 行田市 ５人 を 

                  北本市 ４人」 

７人 

３人」 

第９条の２を削る。 

第１０条第１項中「２人」を削る。 

第１２条第２項中「、あらかじめ管理者の定める順序に従い」を削る。 

第１５条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 前項の負担金は、次の割合をもって構成市が負担する。 

「行田市  

鴻巣市  

 
に改める。 



   平等割 １００分の３０ 

   人口割 １００分の７０ 

３ 前項の人口割の基礎となる人口（鴻巣市においては、別表に掲げる

区域の人口とする。）は、当該年度の初日の属する年の１月１日現在

における住民基本台帳人口とする。 

第１５条第４項を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項から附

則第４項の規定は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。 

 （事務の承継） 

２ 変更前の第３条第２号に規定する事務の承継については、鴻巣市、

行田市及び北本市の協議により別途定める。 

 （準備行為） 

３ 変更後の第６条の規定による組合議員の選出に関し必要な行為は、

この規約の施行前においても、同条の規定の例により行うことができ

る。 

 （経過措置） 

４ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の際、現に在職する組合

議員の任期は、第７条第１項の規定にかかわらず、令和２年３月３１

日までとする。 

 



別紙２ 

 

鴻巣行田北本環境資源組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処

分について、規約変更前の組合における全ての財産は、規約変更後の組

合が承継するものとする。 

 なお、精算が必要となる場合においては、事務の承継の例によるもの

とする。 

 


